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研究成果の概要（和文）：　国際法の実効性確保に関わる第三世代の問題として「迂回」を捉え、その包括的な把握を
試みた。具体的には、WTO協定中に置かれた明示的または黙示的な迂回防止規定である農業協定10条の他、同協定4.2条
、ガット20条、繊維協定5条等の関連規定の機能について、「迂回防止」という機能的な共通性を軸にして統合的に整
理するための課題を明らかにした。基本的には、条約規律全体の実効性の観点から「迂回」を抑止する機能を確保する
という要請がある一方で、過剰規制とならないようにするためのバランスの取り方が鍵となることを示した。

研究成果の概要（英文）： "Circumvention" is a growing challenge to the effectiveness of international law 
as the incentive to circumvent laws grows as the "legalization" of international society continues. this 
project proposes that there is a need for a comprehensive approach consisting of amendment, coherent 
interpretation, use of general principles, and functional reallocation for the WTO Agreement to address 
circumvention more effectively.
 In fact, the priority in improving and clarifying anti-circumvention disciplines is to strike 
multidimensional balances between legitimate interests, including those between sovereign liberty and the 
effectiveness of international agreements, and those between the predictability of obligations and the 
effectiveness thereof.

研究分野： 国際法・国際経済法・新領域法学

キーワード： 迂回防止　信義則違反・権利濫用　農業輸出補助金　アンチダンピング　WTO協定　国際法の遵守確保　
国際法と国内法　租税回避

  ４版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 国際法学において、実体的規範の内容
が不十分・不明確である場合にそれを強
化・明確化しようとする試みは長年なさ
れてきた。また、当該規範の違反や不遵
守が生じた場合に是正や遵守状態の回復
を促すための手続・制度を拡充しようと
する試みも近年なされており、すでに多
大な研究の蓄積がある。 
 しかしながら、仮にこれらの試みが成
功したとしても、その次に問題になるの
が「迂回」の脅威である。たとえば、あ
る措置を国際法上規制しようとしたとし
よう。このとき、当該実体規範の対象外
となるように国家が自らの措置を操作し
つつ、実質的には所期の効果を達成する
ことが可能であれば、いくら実体規定を
強化しても、手続規定を強化しても、そ
れらを適用することができないのである
から、実効的な規律は望めないこととな
る。 
では、そのような措置まで規律対象に

含めればよいかというと、そうしてもさ
らにその拡大された規律の対象外になる
ように操作することがなされれば、いわ
ゆる「いたちごっこ」が続くことは避け
られない。 
 このような、いわば第三世代の問題と
しての「迂回」については、研究がいま
だ発展途上であることは否めない。従来
は、実体規定の対象範囲や規律内容に関
する解釈の幅を確定する作業であるとか、
信義則や権利濫用等の一般原則の機能を
検討する作業の一部として散発的に取り
扱われるに留まり、包括的な分析は確立
していない。 
 ほぼ唯一の先行研究といえるのが
Hagen Rooke 弁 護 士 の 著 書
L'autoprotection et le droit de l'OMC (2011)
であるものの、これもいまだ十分に包摂
的な分析だとはいえない。本書の短所と
しては、まず、農業協定 10 条のような明
示的な「迂回防止」規定がそれ以外の実
質的・黙示的な規定と比べてどのような
独自の意義を有するのかについて不明確
である。また、私人がアンチダンピング
措置を「迂回」しようとするのをアンチ
ダンピング措置の発動国が規制しようと
する「迂回防止措置」と、国家が自国の
負う国際義務を「迂回」しようとするこ
とを防止するための国際法上の規律であ
る「迂回防止」規定との間の規範的な関
係についても、十分に意識されていると
はいえない。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、国際義務の違反には形式上
あたらないとしても、実質的にその目的
を損なうような行為を「迂回」（WTO 協
定の公定訳としては「回避」）という概念

でもって把握しようとする。この意味に
おける「迂回」行為を国際規範の実効性
に対する新たな次元の挑戦として捉えて、
それに対していかなる法的対応が可能で
あるのかについて検討するのが、その目
的である。 
 具体的には、WTO 協定中の「迂回防止」
規定に注目して、その規範的性質と機能
を実証的に分析しようとする。そして、
「迂回」が「違反」や「不遵守」とどの
ように異なるのかであるとか、権利濫用
や信義則問題や義務の対象範囲の解釈の
問題に収斂させることができるのか等に
ついて検討する。 
こうした検討を通じて、「迂回」の提起

する課題および「迂回防止」のための規
律の法的な位置づけを明らかにしようと
する。 
 
３．研究の方法 
 まず、国際法の「迂回」に関わる問題
について、すでに隣接分野において国際
法の履行確保や不遵守手続に関する検討
の中でなされてきた理論枠組みとの関係
でどのように位置づけるかについて、予
備的に検討した。具体的には、「信義則」
や「権利濫用」といった一般概念でもっ
て統一的に理論構成することができるか
どうか検討した。 
 その上で、主として世界貿易機関
(WTO)協定の中に「迂回防止」のための
明示的規定があることに注目した。「立憲
化」したと表現されることさえある強固
で確立した条約体制である WTO におい
て、次世代の脅威である「迂回」に対抗
するための明文規定がどのように機能し
ているのかを検討することが、他の分野
においても参考となると考えたためであ
る。 
具体的には、義務の「違反」と「迂回」

がどのように異なるのか、「迂回防止」規
定に「違反」するとどうなるのか、「迂回
防止」規定をさらに迂回することは可能
か、等の論点について検討した。また、
明示的ではなくとも黙示的に「迂回」防
止の機能を果たしている規定にも目配り
し、それらの性質と機能について、条文
の解析とこれまでの紛争処理事案の分析
を行った。 
なお、本研究の対象は、「迂回」される

恐れのある条約に焦点を当ててその中の
規定の分析に重点を置いたものの、「迂
回」行為がどのような態様で行われるか
は、その条約に拘束されるそれぞれの加
盟国の国内法体制に大きな影響を受ける。
それゆえ、日本や欧米諸国のみに限らず、
中国、南アフリカのような新興国におけ
る国内法体制の特徴についても目配りし
つつ分析を進めた。 
さらに、国際法の枠外ではあるが通商



法の隣接分野である租税法における「租
税回避」概念や競争法上の関連概念との
間の異同についても、比較法的な見地か
ら検討を加えた。 
 
４．研究成果 
 WTO 協定の一部である農業協定 10 条
の他、同協定 3 条、4.2 条、8 条、ガット
20 条、繊維協定 5 条、政府調達協定 2 条、
9 条、13 条等の関連規定の機能について、
「迂回防止」という機能的な共通性を軸
にして統合的に理論構成する可能性を示
しつつ、今後さらに研究を進めるにあた
っての課題を明らかにした。 
 また、WTO 以外の文脈でも、投資協定
の解釈適用等にあたって国際規範の「迂
回」の問題とそれに対する「迂回防止」
の取組みとの間に共通点が見出されるこ
とを示した。 
 いずれの規定の解釈にあたっても、条
約義務を各国の国内法体系の下で適切に
国内実施されるよう確保することが前提
となる。その上で、WTO 紛争処理パネ
ル・上級委員会での紛争処理手続や投資
仲裁手続等を通して条約規定の解釈を行
う際にどのような行為が「迂回」に該当
するのか、逆にどのような行為は国家の
裁量の範囲内だとして許容されるのかを
判断する手続の重要性が高まっているこ
とを浮かび上がらせた。 
いずれにせよ、「迂回」問題をめぐって

は、条約規律全体の実効性の観点から、
条約義務の「迂回」を抑止する機能を確
保するという要請がある一方で、過剰規
制とならないようにするためのバランス
をとることが国際規範の実効性を確保す
るための鍵となるということを示した。
そして、このようなバランスをどのよう
にとるかは分野依存的・文脈依存的であ
るものの、明確性と予測可能性を確保す
るという観点から、場当たり的・たこつ
ぼ化した分析にとどまるべきではなく、
分野横断的な理論枠組みの構築を必要と
することも指摘した。 
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